
5/14（土）・19（木）自動交付機
・コンビニ交付を休止（詳細8面）
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東京都・組織委員会と密接に連携東京都・組織委員会と密接に連携東京都・組織委員会と密接に連携 3つの基本方針と事業展開つの基本方針と事業展開3つの基本方針と事業展開

健康診査・各種検診へ行こう！健康診査・各種検診へ行こう！
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詳
細
5・6
面

　１．誰もが安全・安心・快適に過ごせる環境整備
○区が一丸となり大会を迎えるよう気運醸成に努めるとともに、「お
　もてなし」の着実な準備を進めます。
○観光施策を推進し、国内外に向けて積極的に江東区の魅力を発信
　していきます。
○防犯・防災対策の推進や健康危機対策への取り組みを進めます。

　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　

　２．スポーツ・文化の振興と未来を担うこどもたちの育成

○誰もがスポーツに親しむ環境を整備するとともに、障害者スポーツ　
の普及・振興に取り組みます。
○区民が芸術文化活動に親しめるさまざまな取り組みを行います。
○未来を担うこどもたちのために、オリンピック・パラリンピック教育　
を推進します。

　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　

　３．持続的な発展につながるまちづくり
○国や東京都等と連携したインフラ整備や新たな交通手段の確保に　
取り組み、その効果を区内全域に波及させていくことを目指します。
○ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくりと、環境に　
配慮した取り組みを推進します。

心と後世に残る心と後世に残る
大会の実現に向けて大会の実現に向けて
心と後世に残る
大会の実現に向けて

　区は3月末、東京2020大会に向けた開催準備を計画的・着実
に推進するため、「江東区オリンピック・パラリンピック開
催準備プラン」を策定しました。区民の皆さんとともに、本
プランを軸に万全な開催準備に取り組み、大会の成功と区の
さらなる発展を目指していきます。

詳細は2面へ

▶緑色の封筒
　（健康診査・
　眼科検診・
　がん検診）

▶緑色の封筒
　（健康診査・
　眼科検診・
　がん検診）

◀うぐいす
　色の封筒
 （おとなの
　歯科検診）

◀うぐいす
　色の封筒
 （おとなの
　歯科検診）

深川江戸資料館 英語解説ボランティア深川江戸資料館 英語解説ボランティア

こうとうこどもスポーツデーこうとうこどもスポーツデー江東区臨海部コミュニティサイクル江東区臨海部コミュニティサイクル

江東区オリンピック・パラリンピック
開催準備プラン策定

江東区オリンピック・パラリンピック
開催準備プラン策定

・各種気運醸成イベントの開催
・国際交流員の任用・活用
・観光周遊マップの作成　

・（仮称）障害者スポーツフェスティバルの開催
・伝統工芸の展示・実演・体験の実施
・英語教育の充実　

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

・コミュニティサイクルの推進
・だれでもトイレの整備　
・CITY IN THE GREENの推進

　本プランは平成28年度から32年度を
計画期間とし、大会に向けた3つの基
本方針のもと、「2020年に向けた事業
展開の方向性」と「今後の事業展開」を
定めています。また、大会に関する最
新の状況や課題を反映させるため、毎
年度の更新を予定しています。今後、
東京都や組織委員会とも連携し、大会

問

後のレガシーを見据えた計画的な開催
準備を推進していきます。
　プランの全文は、こうとう情報ステ
ーション（区役所2階）、区ホームペー
ジで閲覧できます。ぜひご覧ください
　　オリンピック・パラリンピック開
催準備室☎3647-5513、FAX3699-8771

など

など

など
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今号の
主な内容

［3面］子育て世帯を支援各種手当・医療費助成など ［4面］都市整備計画道路
の整備方針を策定 ［9面］個人番号カード交付受付員等（非常勤）募集
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１ 面
つづき 健康診査・各種検診へ行こう！健康診査・各種検診へ行こう！
健康診査・眼科検診・おとなの歯科検診・各種がん検診
（胃がん・肺がんを除く）

生活習慣改善が必要な方に
特定保健指導

胃がん・肺がん検診は申込制

問［健（検）診に関すること］健康推進課健康づくり係
�3647―9487、FAX3615―7171
［特定保健指導に関すること］医療保険課医療保健係
�3647―8516、FAX3647―8443

江東区国民健康保険加入の74歳以下の方で、健康診査の結
果、生活習慣改善の必要性が高い方に特定保健指導のお知ら
せを送付します。糖尿病・高血圧などの生活習慣病は自覚症
状がなく進行し、動脈硬化などにつながる危険性があります。
生活習慣病予防のため、ぜひ特定保健指導にご参加ください
内 保健師・管理栄養士による、生活習慣の改善に向けたサ
ポート。運動や食事に関して目標を立て継続できるように状
況に応じた的確なアドバイスなどを行います。

対象者には、6/20（月）ごろに緑色（※おとなの歯科検診はうぐいす色）の封筒を郵送しま
す。該当する健（検）診名を印字した「受診券シール」をお持ちになり、実施期間内に区内実
施医療機関で受診してください。健康診査の対象者には「健康診査質問票」も同封しますの
で、記入して医療機関にお持ちください 時6/21（火）～平成29年2/20（月）※一部の医療機
関は12月まで人 費下表のとおり

区外2か所の検診機関で行う検査（電話申込）と区内7か所の検診車で行う検査（電話また
は専用はがきで申込）の2つの受診方法があります。「受診券シール」は送付しません。詳細
は、後日区報5/21号で改めてお知らせします。

実施園一覧 区=区立，公=公設民営，私=私立，認=認定こども園（幼保連携型）
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7※1 改築・改修工事のため、園舎を移転している場合がありますので、

ご注意ください（5月現在、亀戸第二保育園は仮設園舎で運営していま
す）。
※2 南砂第五保育園は、0～2歳児までの乳児専門園です。

○実施園にない認可保育園でも工夫を凝らして子育て支援に取り組んでいます。詳細は、電話で直接お問い合わせください。

園 名 住 所 電話番号 看護師栄養士

私 うぃず清澄白河駅
前 清澄3-10-5 6458-5016 ○ ○

私 神愛 森下3-10-7 3633-1580 ○ ○
区 森下 森下3-14-6 3635-1537 ○
区 白河 白河1-7-1 3641-1198 ○ ○
区 深川一丁目 深川1-6-15-101 3643-4845 ○
私 まこと 冬木16-7 3641-1428 ○ ○
区 古石場 古石場2-14-1-1023643-0593 ○ ○
私 アゼリヤ 木場1-3-5 3645-0484 ○ ○
私 グレース 木場5-8-3 5245-6006 ○
区 東陽 東陽3-22-1-101 3647-8458 ○ ○

私 テンダーラビング
保育園東陽 東陽3-23-211階 6458-7631 ○ ○

公 塩浜 塩浜1-3-10 3647-0480 ○ ○
私 聖華しおかぜ 塩浜1-4-46 5632-8771 ○ ○
区 塩崎 塩浜2-6-3 3645-6014 ○ ○

私 蓮美幼児学園とよ
すナーサリー 豊洲3-5-21-102 3534-4152 ○ ○

私 蓮美幼児学園第2
とよすナーサリー 豊洲3-5-31階 3532-4152 ○

私 日生豊洲駅前保育
園ひびき 豊洲4-1-24 6204-9771 ○ ○

公 豊洲 豊洲4-5-6-101 3533-5427 ○ ○
私 ゆらりん豊四 豊洲4-10-1-106 3532-1044 ○ ○

私 ひまわりキッズガ
ーデン豊洲 豊洲4-11-20-1383532-4131 ○ ○

私 キッズポケット豊洲 豊洲5-5-251階 6204-9778 ○ ○
私 あい保育園豊洲 豊洲5-6-521階 6204-2205 ○ ○
区 東雲 東雲1-8-5-101 3531-9575 ○
私 YMCAオリーブ 東雲1-8―18 5166―0596 ○ ○

私 YMCAキャナ ル
コート 東雲1-9-14-104 3615-1967 ○ ○

私 ひまわりキッズガ
ーデン東雲 東雲1-9-18-203 5546-0102 ○ ○

認 しののめYMCAこ
ども園 東雲1-9-46 5547-5388 ○ ○

区 東雲第二 東雲2-4-4-103 3529-1453 ○

私 ひまわりキッズガ
ーデン有明 有明1-4-111階 3527-6217 ○ ○

園 名 住 所 電話番号 看護師栄養士

私 ひまわりキッズガ
ーデン有明の森 有明1-4-20 3529-4751 ○ ○

区 辰巳第二 辰巳1-10-65-1013521-0369 ○
区 辰巳第三 辰巳1-10-81-1013521-3263 ○ ○
公 潮見 潮見1-29-15-1015632-1304 ○ ○
区 亀戸第三 亀戸1-24-6 3685-2883 ○ ○
私 陽だまり 亀戸2-6-2-102 5836-3221 ○ ○
区 亀戸 亀戸6-54-2-101 3682-9546 ○
区 亀戸第二 ※1 亀戸7-57-8-107 3684-4386 ○
私 亀戸こころ 亀戸9-34-1-140 5836-8011 ○ ○
私 亀戸浅間 亀戸9-36-10 3683-5601 ○ ○
私 マミー保育園西大島 大島2-36-15 5875-3213 ○
区 大島第二 大島4-1-6-130 3685-6059 ○
区 大島第五 大島4-21-3-101 3637-0464 ○ ○
区 大島 大島5-53-1-101 3681-9026 ○
区 大島第三 大島6-1-6-130 3685-9091 ○
私 かがやき 大島7-37-13 5858-9686 ○ ○
区 大島第四 大島8-12-20-1013685-7471 ○
区 わかば 大島9-7-8-101 3682-1461 ○ ○
公 小名木川 北砂1-3-30 3645-6807 ○ ○
区 北砂 北砂1-1-4-101 3647-4430 ○
区 小名木川第二 北砂5-20-3-101 3647-9137 ○ ○
区 亀高 北砂5-20-9-101 3647-9138 ○ ○
区 亀高第二 北砂5-20-10-1013648-9371 ○ ○
区 東砂第三 東砂1-5-3-101 3640-6447 ○ ○
区 東砂第二 東砂2-6-4-101 3648-4488 ○
区 東砂 東砂2-13-2-101 3648-0710 ○
区 東砂第四 東砂7-17-35-1013648-7750 ○
公 南砂第二 南砂2-3-1-101 3649-1766 ○ ○
区 南砂第三 南砂2-3-3-102 3649-1767 ○
区 南砂第四 南砂2-3-4-101 3649-2143 ○ ○
区 南砂第五 ※2 南砂2-3-6-103 3649-2144 ○ ○
私 南砂町 南砂3-10-8 3644-6720 ○ ○
区 南砂第一 南砂4-4-1-102 3644-1706 ○

こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



年金生活者等支援臨時福祉給付金（低所得の高齢者向け）に関するお問い合わせは、コールセンターまたは相談窓口へ
きゅうふきゅうふ

〇江東区臨時福祉給付金コールセンター☎0570-06-9292※通信料がかかります。なお、つながらない場合は☎6832-7732［受付時間］月～金曜の9：00～17：
15（祝日は除く）○相談窓口［場所］区役所8階［受付時間］月～金曜の9：00～17：00（祝日は除く）※申請からお支払いまで、1～2か月程度を見込んでいます。
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表1 児童手当所得限度額表
本人限度額
622万円
660万円
698万円
736万円
774万円

※5月分までは平成26年中、6月分
からは平成27年中の所得で判定
※扶養親族が5人以上の場合は1人
につき38万円を加算

※生計中心者の所得で判定（夫婦
の所得の合算ではありません）

扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人

区
で
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、
児
童
手
当
を
は
じ
め
と

す
る
各
種
手
当
の
ほ
か
、
子
ど
も
医

療
費
助
成
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

児
童
手
当
と
子
ど
も
医
療
費
助
成

の
申
請
は
、
区
役
所
・
豊
洲
特
別
出

張
所
の
窓
口
の
ほ
か
、
郵
送
で
も
受

付
が
で
き
ま
す
（
申
請
書
は
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
）。
そ
の
他
の
手
当
は
、
区
の

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
豊
洲

特
別
出
張
所
で
は
受
付
で
き
ま
せ

ん
）。
各
種
手
当
お
よ
び
、
ひ
と
り

親
家
庭
等
医
療
費
助
成
に
は
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。

各
手
当
は
申
請
日
の
翌
月
分
か
ら

の
支
給
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
給
付
係

�（
3
6
4
7
）4
7
5
4

FAX（
3
6
4
7
）9
1
9
6

児
童
手
当

人
日
本
に
居
住
し
て
い
る
中
学
校

卒
業
前
（
15
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
3
月
31
日
ま
で
）
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
親
ま
た
は
養
育
者

﹇
手
当
額（
月
額
）﹈

○
3
歳
未
満
：
1
5
、0
0
0
円

○
3
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
1
子

・
第
2
子
）：
1
0
、0
0
0
円

○
3
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
3
子

以
降
）：
1
5
、0
0
0
円

○
中
学
生
：
1
0
、0
0
0
円

○
所
得
限
度
額
以
上
：
児
童
1
人
当

た
り
一
律
5
、0
0
0
円

※
公
務
員
の
方
（
独
立
行
政
法
人
等

に
勤
務
の
方
を
除
く
）
は
、
勤
務
先

に
確
認
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
医
療
費
助
成

人
中
学
校
卒
業
前
（
15
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
31
日
ま

で
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

﹇
助
成
範
囲
﹈各
種
健
康
保
険
法
の
定

め
に
よ
り
、
医
療
機
関
等
に
支
払
う

医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成

児
童
育
成
手
当

母
子
・
父
子
家
庭
ま
た
は
同
様
の

家
庭
・
障
害
を
有
す
る
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。

育
成
手
当

人
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
3
月
31
日
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
で
、
児
童
が
「
表
2
」
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

﹇
手
当
額（
月
額
）﹈

1
人
に
つ
き
1
3
、5
0
0
円

障
害
手
当

人
障
害
を
有
す
る
20
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、児
童
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

○
身
障
手
帳
1
・
2
級
程
度
の
児
童

○
愛
の
手
帳
1
〜
3
度
程
度
の
児
童

○
脳
性
ま
ひ
、進
行
性
筋
萎
縮
症
の

児
童

﹇
手
当
額
（
月
額
）﹈

1
人
に
つ
き
1
5
、5
0
0
円

児
童
扶
養
手
当

人
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
3
月
31
日
ま
で
の
児
童
、
ま
た
は

20
歳
未
満
で
中
度
以
上
の
障
害
を
有

す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
、
母

ま
た
は
養
育
者
で
、
児
童
が
「
表

2
」
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

﹇
手
当
額
（
月
額
）﹈

○
1
人
目

9
、9
9
0
〜
4
2
、3
3
0
円

○
2
人
目

5
、0
0
0
円
を
加
算

○
3
人
目
以
降

1
人
に
つ
き
3
、

0
0
0
円
を
加
算

※
2
人
目
、
3
人
目
以
降
の
加
算
額

は
年
内
に
改
定
予
定
。
詳
細
は
改
め

て
区
報
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

人
障
害
を
有
す
る
20
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
児
童
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

○
身
障
手
帳
1
〜
3
級
程
度
の
児
童

○
愛
の
手
帳
1
〜
3
度
程
度
の
児
童

○
長
期
間
安
静
を
要
す
る
病
状
ま
た

は
精
神
の
障
害
に
よ
り
日
常
生
活

に
著
し
い
制
限
を
受
け
る
児
童

﹇
手
当
額
（
月
額
）﹈

○
重
度
（
身
障
手
帳
1
・
2
級
、
愛

の
手
帳
1
・
2
度
程
度
）
の
児
童

1
人
に
つ
き
5
1
、5
0
0
円

○
中
度
（
身
障
手
帳
3
級
、
愛
の
手

帳
3
度
程
度
）
の
児
童

1
人
に
つ
き
3
4
、3
0
0
円

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

人
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
3
月
31
日
ま
で
の
児
童
、
ま
た
は

20
歳
未
満
で
中
度
以
上
の
障
害
を
有

す
る
児
童
を
養
育
す
る
ひ
と
り
親
家

庭
等
の
親
ま
た
は
養
育
者
で
、
児
童

が
「
表
2
」
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合

﹇
助
成
範
囲
﹈各
種
健
康
保
険
法
の
定

め
に
よ
り
、
医
療
機
関
等
に
支
払
う

医
療
費
の
自
己
負
担
分
（
世
帯
の
課

税
状
況
に
応
じ
そ
の
一
部
ま
た
は
全

部
）
を
助
成

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
支
援
を
継
続
し
て
い
ま
す

4
月
14
日
に
熊
本
県
を
震
源
と
す

る
最
大
震
度
7
の
強
い
地
震
が
発
生

し
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま
、

ご
家
族
の
皆
さ
ま
に
心
か
ら
お
見
舞

い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
被
災

地
の
一
日
も
早
い
復
興
を
お
祈
り
い

た
し
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

さ
て
、
新
し
い
年
度
を
迎
え
て
1

か
月
。
入
学
や
進
学
、
職
場
の
異
動

な
ど
、
生
活
環
境
が
変
わ
っ
た
皆
さ

ん
も
そ
ろ
そ
ろ
新
し
い
環
境
に
生
活

の
リ
ズ
ム
が
慣
れ
て
き
た
こ
ろ
で
し

ょ
う
か
。
初
心
を
大
切
に
し
て
、
夢

や
目
標
の
実
現
に
向
け
て
粘
り
強
く

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

私
は
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し

た
2
0
1
1
年
に
現
地
の
自
治
体
を

訪
問
し
ま
し
た
が
、
我
々
の
想
像
を

は
る
か
に
超
え
る
甚
大
な
被
害
に
衝

撃
を
受
け
る
と
と
も
に
、
長
期
的
な

復
興
支
援
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

痛
感
し
ま
し
た
。

現
在
、
区
か
ら
福
島
県
川
俣
町
へ

派
遣
し
て
い
る
職
員
は
、
派
遣
先
の

信
頼
も
厚
く
、
継
続
派
遣
を
要
請
さ

れ
て
い
ま
す
。
被
災
し
た
庁
舎
に
代

わ
る
、
新
庁
舎
完
成
ま
で
は
お
役
に

立
ち
た
い
と
い
う
本
人
の
強
い
意
思

か
ら
派
遣
4
年
目
と
な
り
ま
す
が
、

被
災
者
の
皆
さ
ん
と
同
じ
仮
設
住
宅

に
住
み
な
が
ら
孤
軍
奮
闘
し
て
い
ま

す
。被

災
地
の
復
興
は
、
ま
だ
ま
だ
道

半
ば
で
す
。
今
も
本
区
東
雲
に
あ
る
、

国
家
公
務
員
宿
舎
東
雲
住
宅
に
は
、

福
島
県
を
は
じ
め
と
し
た
被
災
地
か

ら
避
難
し
て
い
る
約
千
人
の
皆
さ
ん

が
生
活
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
区
と
し

て
も
で
き
る
限
り
の
支
援
を
継
続
し

て
ま
い
り
ま
す
。

何
事
も
継
続
し
た
先
に
は
必
ず
見

え
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ

ん
も
、
予
想
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な

困
難
に
ぶ
つ
か
る
場
面
が
あ
っ
て
も
、

初
心
を
思
い
出
し
て
頑
張
っ
て
欲
し

い
と
思
い
ま
す
。

表2

地
域
の
子
育
て
力
の
向
上
を

5
月
5
日
こ
ど
も
の
日
か
ら
始
ま

る
「
児
童
福
祉
週
間
」
は
、
こ
ど
も

や
家
庭
、
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

に
つ
い
て
、
国
民
が
理
解
と
認
識
を

深
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
、
期
間
中

は
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が

行
わ
れ
ま
す
。

区
で
は
基
本
構
想
の
な
か
で
、「
未

来
を
担
う
こ
ど
も
を
育
む
ま
ち
」
を

目
指
し
地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
て

環
境
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
機
会
に
、
こ
ど
も
達
の
健
や
か
な

成
長
を
願
い
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ

と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

地
域
の
こ
ど
も
達
の
活
動
基
地

児
童
館
・
児
童
会
館
は
、
こ
ど
も

た
ち
の
た
め
の
地
域
の
遊
び
場
で
す
。

ス
ポ
ー
ツ
、
工
作
、
イ
ベ
ン
ト
へ
の

参
加
な
ど
、
思
い
思
い
に
過
ご
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
中
高
生
の
た
め
の

居
場
所
づ
く
り
や
行
事
を
実
施
し
て

い
る
館
も
あ
り
ま
す
。

乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者
を
対
象
に

し
た
親
子
の
ふ
れ
あ
い
や
、
友
だ
ち

づ
く
り
の
場「
子
育
て
ひ
ろ
ば
事
業
」

も
全
館
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
仲
間
と
交
流
で
き
る

児
童
館
に
、
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、
各
児
童
館
・
児
童
会
館
お

知
ら
せ
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に

な
る
か
、
直
接
各
館
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
放
課
後
支
援
課
育
成
係

�（
3
6
4
7
）9
2
3
0

FAX（
3
6
4
7
）9
2
7
4

4
月
14
日
に
発
生
し
た
熊
本
地
方

の
地
震
で
被
災
し
た
、
熊
本
市
お
よ

び
益
城
町
等
の
自
治
体
に
、
区
か
ら

50
万
円
、
区
議
会
か
ら
30
万
円
を
災

害
見
舞
金
と
し
て
送
り
ま
し
た
。

ま
た
、熊
本
市
・
益
城
町
へ
は
支
援

物
資
と
し
て
ア
ル
フ
ァ
化
米
お
よ
び

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
輸
送
し
ま
し
た
。

な
お
、
日
本
赤
十
字
社
で
は
被
災

さ
れ
た
方
々
を
支
援
す
る
た
め
、
義

援
金
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
細

は
4
・
7
面
中
央
部
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。問

総
務
課
総
務
係

�（
3
6
4
7
）4
0
2
0

FAX（
3
6
9
9
）8
7
7
3 ▲地域の遊び場、児童館

熊
本
地
震
で
被
災
し
た
自
治
体
に

熊
本
地
震
で
被
災
し
た
自
治
体
に

区
と
区
議
会
か
ら
災
害
見
舞
金
・
支
援
物
資

区
と
区
議
会
か
ら
災
害
見
舞
金
・
支
援
物
資

○父母が離婚した児童
○母が未婚で出生した児童
○父または母が死亡、生死不明の児童
○父または母に引き続き1年以上遺棄
されている児童
○父または母が裁判所からのＤＶ保護
命令を受けた児童
○父または母が引き続き1年以上拘禁
されている児童
○父または母に重度の障害がある児童
（障害の内容によっては該当しない
場合あり）


